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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１）地域の災害リスク 

 １）地域の概要・立地 

  志賀町は、石川県の中央部に位置し、東西 12.7km、南北 31.0kmと南北に細長く、西側は日本 

 海に面し、北は輪島市や穴水町に、東は七尾市や中能登町に、南は羽咋市に接している。 

  面積は 246.76㎢で、そのうち林野が約 66％を占め、経営耕地が約 12％、宅地が約 3％などと 

 なっている。 

 町は平成 17年に、旧富来町と旧志賀町が合併して志賀町となったが、旧町からあった二つの 

商工会（富来商工会と志賀町商工会）はそのまま残り、現在に至っている。 

富来商工会の管轄区域（以下「富来地域」という。）は、町の北側に位置し、豊かな自然に恵 

まれ、奇岩怪石や白砂青松の海岸線は、能登半島国定公園の一部で能登金剛と称され、能登を代 

表する美しい景勝地となっている。 

 

２）災害ごとのリスク 

（洪水：ハザードマップ） 

 現在、当町でハザードマップの対象となっている河川は、志賀町商工会の管轄区域（以下「志 

賀地域」という。）内にある米町川のみで、富来地域には該当する河川はないが、町当局では、 

令和５年度中にハザードマップの見直しを行う予定で、富来地域内にある２級河川の富来川、酒 

見川、酒見川支川の新川、日用川がその対象となるもので、令和６年度に公表予定とのことである。 

 

 （土砂災害：ハザードマップ）※別図１参照 

  当町のハザードマップによると、富来地頭町、福浦、熊野、稗造、西増穂の各地区を中心にが 

け崩れ、土石流、地すべり等の土砂災害が発生する恐れがあるエリアとなっているが、特に、富 

来地頭町の区域は、住宅や商店が集積している。 

 

 （地震災害：J-SHISマップ(地震動予測地図)）※別図２参照 

  防災科学技術研究所の地震ハザードステーション・地震動予測によると、今後３０年間で震度 

６弱以上の揺れに見舞われる確率は、富来地域中心部の富来地区や東増穂地区、西増穂地区など 

で３～６％であるが、西増穂地区や西浦地区の一部では、６～２６％と比較的高い数値の箇所も 

見られる。 

 

 （津波災害：ハザードマップ）※別図３参照 

  当町のハザードマップによると、志賀町の津波浸水想定区域は、能登半島の東方沖で佐渡島近 

 傍にマグニチュード７.８の地震が発生し、津波をもたらすと想定したものである。 

想定される津波による被害予測は、富来地域北側の赤崎で最大浸水想定標高が４.８m、第１波 

到達予測時間が５７分、中央の富来領家町で最大浸水想定標高が３.５m、第１波到達予測時間が 

７２分、南側の福浦では最大浸水想定標高が５.４m、第１波到達予測時間が７４分となっている。 

 

 （感染症） 

  新型インフルエンザは、10年から 40年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返してい 

る。また、新型コロナウイルス感染症のように、まだまだ不明な点が多いことや、国民の大部分 

が免疫を持っておらず、全国的かつ急速なまん延により、当町においても多くの町民の生命及び 

健康に重大な影響を与える恐れがある。 
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 （その他／原発災害マップ） 

  原子力災害対策特別措置法（１９９９年（平成１１年）法律第１５６号）に基づき、北陸電力 

 志賀原子力発電所、又は事業所外運搬における放射性物質、又は放射線が異常な水準で発電所外 

 へ放出されることにより生じる災害に関して必要な体制の確立、防災措置が定められている。 

  この災害は、原子力施設の事故等に起因するという特殊性を理解する必要があり、万一事故が 

起きた場合の対応について、十分認識したうえで行動する必要がある。 

 

（２）商工業者の状況（R４.４.１現在） ※ 令和４年版「商工会の現況」より 

  ・商工業者数    ３４８名 

  ・小規模事業者数  ３２６名 

  【内訳】 

業    種 商工業者数 小規模事業者数 備考（事業所の立地状況等） 

商

工

業

者 

建 設 業 ７４ ７１ 富来地域に広く分散している 

製   造   業 ４０ ３８ 富来地域に広く分散している 

卸・小売・飲食店   １４２   １３２ 主に富来地域の中心部に立地している 

サ ー ビ ス 業 ７８ ７３ 富来地域に広く分散している 

そ    の   他 １４ １２ 富来地域に広く分散している 

合    計   ３４８   ３２６  

 

（３）これまでの取組 

  １）当町の取組 

  ・地域防災計画の策定 

    災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２号の規定に基づき、防風、竜巻、豪 

雨、豪雪、地滑り、洪水等の一般災害及び地震災害、津波災害、事故災害のそれぞれの災害 

   発生から、地域及び町民の生命、身体並びに財産の保護を目的に策定している。 

 

  ・防災訓練の実施 

    町及び防災関係機関等は、災害予防に万全を期するため、災害時における消火、救助、避 

   難、通信等の効果的方策を検討し、能登半島地震や東日本大震災の教訓等を踏まえ、具体的 

計画を立て、より実践的な防災訓練を継続的に実施している。 

    なお、訓練の実効性を高めるため、訓練終了後、評価及び課題の整理等を行い、事後の訓 

練等や防災計画、各種マニュアルの見直しに反映している。 

 

  ・防災、感染症等対策備蓄品の整備 

    災害等応急対策に必要とされる備蓄物資について、年次計画に基づいて供給体制と共に整 

備している。 

 

  ・防災情報冊子の配布 

    災害の被害を減らすためには、日頃から自助・共助の意識を醸成することや、災害から命 

を守るための学習が必要である。 

町では、災害から身を守るための行動と備えについて、志賀町地域防災計画の内容を町民 

に分かり易く伝えるため「防災情報冊子」を作成し、普及啓発に努めている。  

（津波災害ハザードマップを平成２４年３月発行、土砂災害ハザードマップを令和２年３月発行）  

 

 



- 4 - 

 

 

 

  ・新型インフルエンザ等対策行動計画の策定 

    新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、住民の生命及び健康を保護することを目 

的に、行動計画を策定している。 

 

  ２）富来商工会の取組 

  ・事業者ＢＣＰに関する国の施策の周知 

    平成３０年５月に、中小企業庁が作成する支援機関向け中小企業ＢＣＰ支援ガイドブック 

   が商工会の全経営指導員に配付され、また、令和元年度には、事業継続力強化計画の国の認 

定制度がスタートしたことを受けて以降、事業所巡回時に「防災」及び「災害時における事 

業継続の必要性」についての啓発と、同計画への取組みを推進しているところである。 

 

  ・事業者ＢＣＰ策定セミナーの開催 

    石川県商工会連合会と共催でセミナーを開催して、事業者の意識啓発を図っている。 

 

  ・商工会が扱う休業対応応援共済やビジネス総合保険への加入促進 

    事業所の災害等による休業リスクに対応するため、全日本火災共済協同組合連合会が扱う 

   「休業対応応援共済」や、全国商工会連合会の商品で事業者の事業活動を包括的にカバーす 

   る「ビジネス総合保険（引受会社：東京海上日動、損保ジャパン日本興亜、三井住友海上、 

あいおいニッセイ）」を会員向けに用意し、会員事業所へ加入推進を行っている。 

 

Ⅱ 課題 

  現状では、緊急時の取組みについて、漠然としたものにとどまっており、協力体制の重要性に 

 ついての具体的な体制やマニュアルなどの整備がされていない。 

  感染症対策についても、地区内小規模事業者に対して予防接種の推奨や手洗いの徹底、体調不 

良者を出社させないルール作りや、感染拡大時に備えてのマスクや消毒液等の衛生品の備蓄、リ 

スクファイナンス対策として保険の必要性の周知などが必要である。 

 また、当地域の事業者においても、ＢＣＰ策定に関する意識はまだ低く、さらなる啓発活動が 

必要な状況である。 

 

Ⅲ 目標 

・ 地区内事業者に対し、自然災害リスクや感染症等リスクを認識させ、事前対策の必要性を 

 周知する。 

・ 発災時、非常時における連絡・情報共有体制を円滑に行うため、富来商工会と志賀町（以 

 下「当会と当町」という。）との情報共有ルートを構築する。 

・ 発災後、速やかな復興支援策が行えるよう、また、地域内において感染症発生時（感染症 

 は「発生」というタイミングがないため、「海外発生期」、「国内感染者発生期」、「国内感染 

 拡大期」、「社内感染者発生期」と細分化しておくことも有用。）には、速やかに拡大防止措 

置が行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時から構築する。 

・ 管内事業所の「事業継続力強化計画」の認定措置に向けて支援を実施する。 

・ 事業所の災害リスクを軽減させるため、対応した保険や共済への加入促進を強化する。 

 

※ その他 

・ 上記内容に変更が生じた場合は、速やかに石川県へ報告する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和５年４月１日～令和１０年３月３１日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

   当会と当町の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

   

志 賀 町 富来商工会 

防災関連の情報提供 セミナー・個別相談会の開催事業 

事業継続力強化計画策定に係る助言・指導 継続力強化計画策定支援・フォローアップ 

災害リスクの周知 

関係団体との連携 

防災訓練の実施 

緊急時の応急対策及び復旧支援 

 

〈１．事前の対策〉 

 １）事業者に対する災害等リスクの周知（富来商工会、志賀町） 

  ・ 巡回経営指導時に、ハザードマップを用いながら、事業所立地場所の自然災害リスク及び 

   その影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、共済や保険への加入、行政支援 

策の活用等）について説明する。 

・ 会報や町広報、ホームページ、ＳＮＳ等において、国の施策の紹介やリスク対策の必要性、 

共済の概要、事業者ＢＣＰに積極的に取り組む小規模事業者の紹介等を行う。 

・ 事業者に対し、事業者ＢＣＰ（即時に取組可能な簡易的なものを含む）の策定による実効 

 性のある取組の推進や、効率的な訓練等について指導及び助言を行う。 

・ 事業継続の取組に関する専門家を招き、事業者に対する普及啓発セミナーや行政の施策の 

紹介、共済や保険の紹介等を実施する。 

・ 新型ウイルス感染症は、いつでも、どこでも発生する可能性があり、感染の状況も日々変 

 化するため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、デマに惑わされることなく、冷静 

 に対応することを周知する。 

・ 新型ウイルス感染症に関しては、業種別ガイドラインに基づき、感染拡大防止策等につい 

て事業者への周知を行うとともに、今後の感染症対策に繋がる支援を実施する。 

・ 事業者に対し、マスクや消毒液等の一定量の備蓄、オフィス内換気設備の充実、ＩＴやテ 

レワーク環境を整備するための情報や支援対策等を提供する。 

 

 ２）商工会自身の事業継続計画の作成（富来商工会） 

  ・ 当会は、令和４年度に業務継続計画（ＢＣＰ）を作成（別添） 

 

 ３）関係団体等との連携（富来商工会、志賀町） 

  ・ 全国商工会連合会と提携している東京海上日動火災保険及びあいおいニッセイ同和損保に 

   専門家の派遣を依頼し、普及啓発セミナーや損害保険の紹介等を実施する。 

・ 感染症対策に関しては、終息時期が予想しづらいこともあり、リスクファイナンス対策と 

して各種保険（生命保険や傷害保険、感染症特約付き休業補償など）の紹介等も実施する。 

・ 関係機関への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催。 
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 ４）フォローアップ（富来商工会） 

  巡回や窓口での相談指導時に、以下の内容についてヒアリング等を行い、得た情報により計画 

 作成支援等を行う。 

・ 巡回指導時の事業者ＢＣＰ等の取組状況の確認 

・ 富来地域内の事業継続力強化計画策定数の確認 

 

 ５）当該計画に係る訓練の実施（富来商工会、志賀町） 

  自然災害の発生を仮定し、志賀町との連絡ルートの確認等を行う（訓練は必要に応じて実施）。 

 

〈２．発災後の対策〉 

自然災害等の発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。その上で、下記の手 

順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 １）応急対策の実施可否の確認（富来商工会、志賀町） 

  ・ 発災後１時間以内に、携帯電話やＳＮＳ等を利用して職員とその家族の安否確認を行う。 

・  発災後、富来商工会では事務局長、志賀町では環境安全課長が統轄となり、安否結果を富 

来商工会と志賀町で共有する。 

・ 安否確認後、近隣の家屋被害や道路状況等の大まかな被害状況、業務従事の可否について 

情報共有を行う。 

・ 大まかな被害状況の確認後、５日以内に情報共有をする。 

・ 国内感染者発生後には、職員の体調確認を行うとともに、事業所の消毒、職員の手洗い、 

うがい等の徹底を行う。 

・ 感染症流行や、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に基づき、政府による「緊 

   急事態宣言」が出た場合は、志賀町における感染症対策本部設置に基づき、当会による感染 

   症対策を行う。 

 

 ２）応急対策の方針決定（富来商工会、志賀町） 

  ・ 当会と当町との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

    下記例の「大規模被害」「被害がある」については、本会にて災害対策本部の設置と相談 

窓口の開設を想定している。 

・ 職員が全員被災する等、応急対策が出来ない場合の役割分担を決める。 

・ 大まかな被害状況を確認し、１日以内に情報共有する。 

  （被害規模の目安は以下を想定） 

大規模な被害がある 地区内※１０％程度の事業所で「床上浸水」「建物半壊」等、

物的損害が発生。 

 被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしくは、

交通網が分断されており、確認ができない。 

被害がある 地区内１％程度の事業所で「床上浸水」「建物半壊」等、物

的損害が発生。 

ほぼ被害はない  目立った被害はない。 

※ 志賀町を商工会の担当する富来地域、志賀地域に分ける。 

なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

・ 本計画により、当会と当町は、以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～1週間 1日に２回共有する 1週間～１ヶ月 1日に１回共有する 

２ヶ月以上 ２日に１回共有する   

・ 必要な情報の把握と発信を行うとともに、交代勤務を導入するなど、体制維持に向けた対 

策を実施する。 
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 ３）発災時における指示命令系統・連絡体制（富来商工会・志賀町） 

  ・ 自然災害等発生時に、地域内全域の事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に 

   行うことができる仕組みを構築する。 

・ 自然災害による二次被害を防止するため、被災地域での活動方針を決定する。 

・ 当会と当町は、被災事業者からのヒアリング等により、被災状況の情報収集を行い、被害 

額（合計、建物、設備、商品等）を確認、情報整理を行う。被害額の算定については、あら 

かじめ町と定めた方法により確認する。 

・ 当会と当町が共有した情報は、速やかに石川県及び石川県商工会連合会へ報告する。 

・ 感染症流行の場合、国や県等からの情報や方針に基づき、当会と当町が共有した情報を石 

川県の指定する方法にて、当会又は当町より石川県へ報告する。 

 

 （連絡体制図） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４）応急対策時の富来地域事業者に対する支援（富来商工会、志賀町） 

  ・ 相談窓口の開設方法について、当会と当町において協議決定する。 

    （当会は、国の依頼を受けた場合は、特別相談窓口を設置する。） 

・ 安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

・ 地域内事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

・ 応急時に有効な被災事業者施策（国、県、町の施策）について、地域内事業者等へ周知す 

る。 

  ・ 感染症の場合、事業活動に影響を受ける、または、その恐れがある事業者を対象とした支 

援策や、相談窓口の開設等を行う。 

 

 ５）地域内事業者に対する復興支援（富来商工会、志賀町） 

  ・ 石川県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災事業者に対し支援を行う。 

・ 被災規模が大きく、当会の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣 

 等を石川県に相談する。 

 

※ その他 

  ・ 上記内容に変更が生じた場合は、速やかに石川県へ報告する。 

 

 

 

 

石 川 県 

 

中部経済産業局 

志 賀 町 

（商工観光課） 
石川県商工会連合会 

商工会連合会 

富来商工会 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和４年１０月現在） 

 

（１）実施体制（当会の事業継続力強化支援事業実施に係る体制と当町の共同体制等） 
 

 

 

 

 

 連 携 確 認 

 

 連絡調整 連 携 

 

 

 

 

（２）当会による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指導員による情報 

の提供及び助言に係る実施体制 

① 当該経営指導員の氏名、連絡先 

経営指導員 濱野 誠一（連絡先は、後述（３）①参照） 

〃   中山 拓郎（連絡先は、後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

    ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

    ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（1年に 1回以上） 

 

（３）商工会、志賀町連絡先 

①商工会 

   富来商工会 

    〒925-0447 石川県羽咋郡志賀町富来領家町甲の 10番地 

    TEL 0767-42-2562  FAX 0767-42-2413 

    e-mail:togi@shoko.or.jp 

 

②志賀町 

   志賀町 商工観光課 

    〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古 1番地１ 

    TEL 0767-32-9341  FAX 0767-32-3978 

    e-mail:shokan@town.shika.lg.jp 

 

※ その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに石川県へ報告する。 

 

 

 

 

富来商工会 

 

事務局長 

法定経営指導員 

補助員 

記帳専任職員 

志 賀 町 

 

 

商工観光課 

志 賀 町 

 

 

環境安全課 
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（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                       （単位 千円） 

 
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

必要な資金の額 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

 

・専門家派遣費 

・協議会運営費 

・セミナー開催費 

・ﾊﾟﾝﾌ・ﾁﾗｼ作成費 

・防災・感染症対策費 

０ 

２０ 

８０ 

５０ 

５０ 

０ 

２０ 

８０ 

５０ 

５０ 

０ 

２０ 

８０ 

５０ 

５０ 

０ 

２０ 

８０ 

５０ 

５０ 

０ 

２０ 

８０ 

５０ 

５０ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

会費収入、志賀町補助金、石川県補助金等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 








